
委員会Ｐｉｃｋ　ＵＰ

総
務
常
任
委
員
会

市
民
産
業
常
任
委
員
会

　

付
託
さ
れ
た
議
案
は
、
原
案
の
と
お
り

可
決
し
ま
し
た
。

　

付
託
さ
れ
た
議
案
は
、
い
ず
れ
も
原
案

の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

議
案
第
67
号

　

白
河
市
個
人
情
報
保
護
条
例
及

び
白
河
市
個
人
番
号
の
利
用
及
び

特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

議
案
第
76
号

　

平
成
29
年
度
白
河
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
１
号
）

議
案
第
68
号

　

白
河
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　

総
務
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議
案

の
審
査
経
過
と
結
果
に
つ
い
て
、
主
な
も

の
を
報
告
し
ま
す
。

　

市
民
産
業
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た

議
案
の
審
査
経
過
と
結
果
に
つ
い
て
、
主

な
も
の
を
報
告
し
ま
す
。

・
資
源
回
収
施
設
整
備
助
成
事
業

�

250
万
円

　

資
源
回
収
施
設
は
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
や
新

聞
、
雑
誌
、
空
き
缶
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
な

ど
の
資
源
を
集
団
回
収
し
、
分
別
し
て
一

時
保
管
す
る
た
め
の
施
設
で
あ
り
、
自
治

会
に
対
し
て
、
助
成
金
を
交
付
す
る
も
の

で
す
。

一
、
個
人
住
民
税
関
係

①
配
偶
者
控
除
・
配
偶
者
特
別
控
除
の
見

直
し

②
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係

る
課
税
の
特
例
に
つ
い
て
適
用
期
限
の

３
年
間
延
長

③
優
良
住
宅
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を

譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
に
係

る
課
税
の
特
例
に
つ
い
て
適
用
期
限
の

３
年
間
延
長

④
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
つ

い
て
住
民
税
申
告
書
と
所
得
税
確
定
申

告
書
の
い
ず
れ
も
が
提
出
さ
れ
た
場
合
、

提
出
さ
れ
た
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
事

項
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
市
長
が

課
税
方
式
を
決
定
で
き
る
こ
と
の
明
確

化
二
、
固
定
資
産
税
関
係

①
地
域
決
定
型
地
方
税
制
特
例
措
置
（
通

称
「
わ
が
ま
ち
特
例｣

）
に
つ
い
て
、

新
た
に
対
象
と
さ
れ
た
施
設
等
に
係
る

特
例
割
合
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
期

限
到
来
に
よ
り
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た

償
却
資
産
に
関
す
る
規
定

　

平
成
29
年
７
月
か
ら
情
報
提
供
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
た
地
方
公
共

団
体
間
で
の
特
定
個
人
情
報
の
情
報
連
携

等
を
実
施
す
る
た
め
、
番
号
法
の
一
部
改

正
が
行
わ
れ
、
引
用
条
項
及
び
用
語
の
整

理
が
必
要
に
な
り
、
一
部
改
正
を
行
う
も

の
で
す
。

　

以
下
の
項
目
に
つ
い
て
見
直
し
が
行
わ

れ
ま
す
。

②
災
害
に
関
す
る
固
定
資
産
税
の
軽
減
措

置
に
関
す
る
規
定

③
居
住
用
超
高
層
建
築
物
（
高
さ
が
60
ｍ

を
超
え
る
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
）
に
係

る
固
定
資
産
税
の
「
区
分
所
有
者
ご
と

の
あ
ん
分
方
法
」
に
つ
い
て
の
申
し
出

の
手
続
き
の
規
定

④
新
た
な
減
額
制
度
の
創
設
に
伴
い
、
提

出
す
べ
き
申
告
書
等
に
つ
い
て
の
規
定

三
、
軽
自
動
車
税
関
係

①
排
出
ガ
ス
性
能
及
び
燃
費
性
能
の
優
れ

た
環
境
負
荷
の
小
さ
な
軽
自
動
車
の
グ

リ
ー
ン
化
特
例
の
２
年
間
延
長

②
虚
偽
や
不
正
な
手

段
で
「
減
税
対
象

車
の
認
定
」
を
受

け
た
軽
自
動
車
の

認
定
を
取
り
消
さ

れ
た
場
合
の
賦
課

徴
収
の
特
例

　

助
成
金
の
申
請
に
つ
い
て

　

申
請
数
に
制
限
は
な
い
が
、
数
多

く
の
申
請
か
ら
審
査
を
経
て
決
定
す

る
た
め
、
必
ず
採
択
さ
れ
る
と
は
限

ら
な
い
。

ＱＡ ●
こ
ん
な
質
問
が
出
ま
し
た
。
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